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刈谷市犯罪被害者等支援条例(案) 

令和８年１月１４日現在 

＜見直し・修正箇所について＞ 

赤字・赤字見え消し：第２回刈谷市犯罪被害者等支援条例検討委員会 

（令和７年１０月９日）後からの変更箇所 

赤 字 二 重 下 線：パブリックコメント手続制度 意見募集終了後の変更箇所 

 

（目的） 

第１条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成 16 年法律第 161 号)に基づき、犯

罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らか

にするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めるこ

とにより、当該支援のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害

者等の心に寄り添い、犯罪被害者等の権利利益の保護、受けた被害の回復又は軽

減及び生活の再建を図るとともに、市民が安全で安心して暮らすことのができる

地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

【解説】 

この条は、本条例が規定する内容の概要と、制定の目的を定めています。 

 犯罪等に巻き込まれた被害者やその家族又は遺族（以下「犯罪被害者等」といい

ます。）は、直接的な被害に加え、周囲の無理解や配慮に欠ける言動等による間接的

な被害、いわゆる「二次被害」に苦しめられることも少なくありません。 

 このような状況のもと、平成１６年に犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１

６１号。以下「法」といいます。）が制定され、犯罪被害者等に対する支援等に関し、

国、地方公共団体及び国民の責務が明記されました。 

 本条例は、法に定める目的や理念を実現するために、犯罪被害者等の支援に関す

る基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、支援の基本となる事

項を定め、その規定に基づいて、犯罪被害者等への支援を総合的かつ計画的に実施

することにより、「犯罪被害者等の心に寄り添い、犯罪被害者等の権利利益の保護、

受けた被害の回復又は軽減及び生活の再建を図ること」、「市民が安全で安心して暮

らすことのできる地域社会の実現に寄与すること」を目的として規定しています。 

【参考】 

資料２ 
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犯罪被害者等基本法 

（目的） 

第一条 この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに

国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のため

の施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総

合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目

的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

（２）犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。 

（３）二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、加害者及びその関係者

の不誠実な言動、周囲の者の理解又は配慮に欠ける言動、インターネット等を通

じて行われる誹
ひ

謗
ぼう

中傷、報道機関による過剰な取材、マスメディアの報道等によ

り、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、生活の平穏

及びプライバシーの侵害、経済的な損失その他の被害をいう。 

（４）再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び受ける被害をいう。 

（５）市民 市内に住所を有し、通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。 

（６）関係機関等 国、愛知県、その他の地方公共団体、警察、犯罪被害者等の支

援を行う団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。 

【解説】 

 この条は、本条例における主な用語の意義を定めています。 

（１）「犯罪等」の定義を規定しています。 

法において、「犯罪等」とは、「犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼ

す行為」と定義されていることから、本市の条例においてもこれに基づいていま

す。 

「犯罪」とは、殺人、強盗、放火、不同意性交等、傷害等、刑法その他の刑罰

法規の規定により、刑罰を科せられる行為をいいます。 
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また、「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」とは、刑罰を科せられる

行為ではないが、それに類似する行為であって、行為の相手方の心身に有害な影

響を及ぼすような性質を有する行為をいい、例えば、以下のような行為が該当し

ます 。 

  ア 「ストーカー行為等の規制等に関する法律 （平成１２年法律第８１号）」 

に規定されているつきまとい等で、反復しない程度のものであっても、身体の

安全、 住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される

不安を覚えさせる行為をいい、具体的には、特定の人に対して、つきまとい、

見張りをするなど、不安を抱かせることをいいます。 

イ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年

法律第３１号）」に規定されている「身体に対する暴力に準ずる心身に有害な影

響を及ぼす言動」をいい、具体的には、人格を否定するような暴言などの精神

的暴力等をいいます。 

ウ 「児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号」に規定され

ている「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食」等をいい、具体

的には、適切な食事を与えず、子どもの健康・安全への配慮を怠ることをいい

ます 。 

（２）「犯罪被害者等」とは、法における定義を踏まえ、「犯罪等により被害を受け

た者及びその家族又は遺族」とします。家族又は遺族は、法的な身分にかかわら

ず、事実上これに同視し得る立場のものも含まれます。 

（３）二次被害について、具体的な事例を用いて定義しました。犯罪被害者等は、

当該犯罪の加害者から受ける直接的な被害（一次被害）のほか、第三者からの行

為による二次被害を受ける恐れがあります。 

（４）再被害とについて、二次被害とが混同されないよう、明確に規定しました。

同じ加害者から複数回にわたって受ける被害（ドメスティック・バイオレンス、

ストーカー行為の被害）は再被害です。 

（５）市民の範囲について、定義しています。 

（６）関係機関等とは、国、県及び他の市町村、警察、犯罪被害者等の支援を行う

公共的団体（弁護士会、医師会、臨床心理士会、社会福祉協議会などが考えられ

ます。）、民間支援団体など、犯罪被害等支援に関係する全ての機関・団体等をい
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います。 

【参考】 

犯罪被害者等基本法 

（定義） 

第二条 この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影

響を及ぼす行為をいう。 

２ この法律において「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその

家族又は遺族をいう。 

 

（基本理念） 

第３条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んじられ、

その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう、配慮して行われ

なければならない。 

２ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから、再び平穏な生

活を営むことができるようになるまでの間、社会において孤立することなく、犯

罪被害者等のが置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れることな

く行われなければならない。 

３ 犯罪被害者等の支援は、二次被害及び再被害を生じさせることのないよう配慮

するとともに、市、市民、事業者、及び関係機関等又はその他の地方公共団体が

相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。 

【解説】 

 この条は、犯罪被害者等を支援するための基本理念を、法の基本理念に基づき定

めています。 

１ 個人の尊厳は、憲法に規定されています。すべての人が人間として尊く厳かな

存在ですが、犯罪被害者等はその尊厳を著しく損なわれており、その尊厳を取り戻

すために、市の施策は犯罪被害者等の尊厳を最大限に尊重し、その尊厳にふさわし

い処遇を保障するものでなければなりません。 

２ 犯罪被害者等への支援は、時間の経過や生活環境、支援の効果などにより必

要な支援内容が変化することが考えられます。犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻

すまで、犯罪被害者等が置かれている状況や事情はじめ具体的状況に応じて、必要
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かつ有効な支援を、適切に途切れることなく継続的に提供することを明確にしてい

ます。 

３ 犯罪被害者等への支援の過程において、二次被害や再被害が発生しないよう、

十分に配慮するとともに、市、市民、事業者及び関係機関等又はその他の地方公共

団体が連携及び協力することとしています。 

【参考】 

犯罪被害者等基本法 

（基本理念） 

第三条 すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい

処遇を保障される権利を有する。 

２ 犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれて

いる状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。 

３ 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平

穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れること

なく受けることができるよう、講ぜられるものとする。 

 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯 

罪被害者等の支援に必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。 

【解説】 

この条は、基本理念を受けて、市の責務を定めています。 

犯罪被害者等が必要とする支援は多岐にわたることから、市は、犯罪被害者等を

支援するために必要な施策を策定し、及び実施することを明記しています。 

なお、法第５条にも「地方公共団体の責務」が定められています。 

【参考】 

犯罪被害者等基本法 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国

との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を

策定し、及び実施する責務を有する。 
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（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪

被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次被害が生ずることのないよう

十分な配慮するように努めなければならない。 

２ 市民は、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力

するよう努めなければならない。 

【解説】 

 この条は、基本理念を受けて、市民の責務を定めています。 

 法第６条で定める「国民の責務」の趣旨を踏まえ、より具体的に市民に求めるこ

とを示したものです。 

 「市民」とは、市内に住所を有する者、通勤又は通学する者、又は滞在している、

本市に生活拠点等があるものを指します。 

１ 犯罪被害者等は、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、二次被害により

大きな精神的苦痛等を受け、被害からの回復が遅れることも少なくありません。地

域社会を構成する住民一人一人が、犯罪被害者等の二次被害や孤立の防止、被害か

らの回復、生活再建の担い手となることができるよう、市民には、犯罪被害者等が

置かれている状況や犯罪被害者等の支援の必要性などについて理解すること、二次

被害が生じることがないよう配慮することが期待されています。必要です。 

２ 社会全体で犯罪被害者等を支えるため、市が実施する犯罪被害者等の支援に

協力することを明記しています。 

【参考】 

犯罪被害者等基本法 

（国民の責務） 

第六条 国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分

配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に

協力するよう努めなければならない。 
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（事業者の責務）  

第６条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、犯罪

被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を

深め、二次被害が生ずることのないよう十分な配慮するように努めなければなら

ない。 

２ 事業者は、その雇用する犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分な配慮す

るように努めなければならない。 

３ 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、市及び関係機関等が実施する犯

罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

【解説】 

 この条は、基本理念を受けて、事業者の責務を定めています。 

 事業者とは、市内で事業活動を行う法人又は個人を指します。 

 １ 事業者は、事業活動の中で犯罪被害者等と接する場合や、従業員等が犯罪被

害者等となった場合に、二次被害が生じることのないよう十分な配慮が必要です。

加えて、従業員等を対象としたに対しては、犯罪被害者等に対するへの理解を深め

るためのに、啓発活動や研修の実施についてはするなど、事業者の理解と協力が不

可欠となります。 

 ２ 犯罪被害者等となった従業員が、犯罪被害による直接的な心身への影響や通

院、捜査や裁判手続きへの対応をはじめとするさまざまな事情によって仕事を休ま

ざるを得ない場合、職場の理解と協力、配慮が求められます。加えて、被害に遭う

前と同じように働くことができるよう、事業者には職務内容や勤務体制など職場環

境の整備に特段の配慮が必要となります。  

３ 市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力することを明記してい

ます。 

 

（総合支援窓口の設置） 

第７条 市は、犯罪被害者等の支援を総合的に行うための窓口を設置するものとす

る。 

【解説】 
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この条は、犯罪被害者等の支援に関する窓口の設置について定めています。 

市の総合窓口をくらし安心課に設置し、被害者等の負担の軽減に配慮しながら、 

関係する部署や関係機関等の支援制度の案内、情報提供、または橋渡しを行いま

す。 

 

（相談及び情報の提供等） 

第８条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよ

う、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及

び助言を行うとともに、関係機関等及びその他の地方公共団体との連絡調整を行

うものとする。 

【解説】 

 この条は、法第１１条で定める「相談及び情報の提供等」の趣旨を踏まえ、市が

行う相談や情報提供、助言及び関係機関等との連絡調整について定めています。 

犯罪被害者等が直面する困難な状態は多岐にわたり、犯罪被害者等の支援は多様

な支援を求められることから、市は犯罪被害者等に対して、必要に応じて相談、情

報提供や助言を行うとともに、関係機関等と連絡調整を行います。 

また、愛知県の多機関ワンストップサービス体制に参画し、愛知県をはじめ警察

や民間支援団体等と情報共有、連携及び協力をします。 

【参考】 

犯罪被害者等基本法 

（相談及び情報の提供等） 

第十一条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に

営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題につ

いて相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通

している者を紹介する等必要な施策を講ずるものとする。 

 

 

 

 



 

9 

 

（経済的負担の軽減等） 

第９条 市は、犯罪被害者等が受けた被害（次条において「犯罪被害等」という。）

による経済的負担の軽減を図るため、経済的な助成に関する情報の提供及び助

言、支援金の支給その他の必要な支援を行うものとする。 

【解説】 

 この条は、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を目的とした施策について、定めて

います。 

法第１３条で定める「給付金の支給に係る制度の充実等」の趣旨を踏まえた規定

です。 

犯罪被害者等への経済的支援としては、国（警察庁）の「犯罪被害給付制度」や、

「愛知県犯罪被害者等見舞金」があります。あるため、そうした国等の助成に関す

る情報の提供等を行います。 

また、本市においても要綱を定め、は、犯罪被害等の発生後にできるだけ速やか

に経済的な支援を行うため「（仮称）刈谷市犯罪被害者等支援金制度」を創設し、支

援金を支給します（支援金の支給に必要な事項は市長が別途定めます）。います。 

【参考】 

犯罪被害者等基本法 

（給付金の支給に係る制度の充実等） 

第十三条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の

軽減を図るため、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等必要な施

策を講ずるものとする。 

 

（日常生活の支援） 

第 10 条 市は、犯罪被害等受けた被害により日常生活を営むことについて支障が

ある犯罪被害者等が、早期に平穏な日常生活を営むことができるよう、必要な支

援を行うものとする。 

【解説】 

この条は、犯罪被害者等が日常生活を営むことが難しい場合に、早期に平穏な日

常生活を営むことができるよう、必要な支援を行うことを定めています。 

 犯罪被害者等は、被害を受けることにより生活が一変し、それまでできていたこ
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とができなくなるなど、日常生活の維持が困難になることがあります。 

 犯罪被害者等の支援にあたっては、犯罪被害等の実情を把握した上で、個々の状

況に応じて、市の制度をできる限り活用するとともに、関係機関等と連携を図るこ

とが重要です。 

 本市は、要綱を定め、犯罪被害者等へ食事の配達及びや家事等の支援を行うヘル

パーを派遣などを実施し、する「（仮称）刈谷市犯罪被害者等生活支援制度」を創設

し、犯罪被害者等の日常生活を創設し、犯罪被害者等の日常生活を支援します（生

活支援の実施に必要な事項は市長が別途定めます）。 

 

（心身に受けた被害の回復又は軽減） 

第 11 条 市は、犯罪被害者等が心理的外傷その他の心身に受けた被害を回復し、

又は軽減することができるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保

健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な支援を行うものとす

る。 

【解説】 

 この条は、犯罪被害者等が心身に受けた被害を回復又は軽減させるために必要な

支援を行うことについて定めています。 

 法第１４条で定める「保健医療サービス及び福祉サービスの提供」の趣旨を踏ま

えた規定です。 

犯罪等により、犯罪被害者等が 急性ストレス障害、心的外傷後ストレス障害、う

つ病など心身への深刻な影響を受けることで、社会生活機能が阻害される可能性も

あることから、犯罪被害者等の状況に応じて必要とされる保健医療・福祉サービス

を適切に提供し、心身への損害の回復を図るものです。 

【参考】 

犯罪被害者等基本法 

（保健医療サービス及び福祉サービスの提供） 

第十四条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により

心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適

切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるも

のとする。 
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（生活再建の支援） 

第 12 条 市は、犯罪被害者等の日常生活及び社会生活の再建を図るため、居住支

援、就労支援その他必要な支援を行うものとする。 

【解説】 

 この条は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活の再建を図るために、居住や就

労のほか、必要な支援を行うことについて定めています。 

 法第１６条で定める「居住の安定」、法第１７条で定める「雇用の安定」の趣旨を

踏まえた規定です。 

 居住支援は、犯罪被害者等がこれまで住んでいた住居に居住することが困難とな

った場合や、加害者が犯罪被害者等の住居を認知していることで、再被害が想定さ

れる場合などに、一時的に市営住宅に入居できるよう配慮します。 

 就労支援は、犯罪被害者等が職を失うことがないよう、事業者に対し、が職場環

境の整備改善などのを図ることにより、犯罪被害者等が職を失うことがないよう、

事業者に対して情報提供や啓発を行うとともに、犯罪等の被害により職を失った犯

罪被害者が就労するための支援を関係機関等と連携して行います。 

 その他、犯罪被害者等の置かれている状況に応じて、必要な支援を行います。 

【参考】 

犯罪被害者等基本法 

（居住の安定） 

第十六条 国及び地方公共団体は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難

となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅（公営住宅法（昭和二

十六年法律第百九十三号）第二条第二号に規定する公営住宅をいう。）への入居に

おける特別の配慮等必要な施策を講ずるものとする。 

（雇用の安定） 

第十七条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被

害者等が置かれている状況について事業主の理解を深める等必要な施策を講ずる

ものとする。 
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（広報及び啓発） 

第 13 条 市は、市民及び事業者が犯罪被害者等の置かれている状況、二次被害の

発生の防止の重要性その他犯罪被害者等の支援に関する事項について理解を深

めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。 

【解説】 

 この条は、犯罪被害者等の支援について、機運醸成につながる市民や事業者への

理解の増進を図ることをについて、定めています。 

 法第２０条で定める「国民の理解の増進」の趣旨を踏まえた規定です。 

市は、市民だよりやホームページへの掲載、SNS 発信、犯罪被害者等支援パネル

展などの広報啓発を通して、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の平

穏な生活への配慮の重要性等について、市民や事業者の理解をが深まるよう、市民

だよりやホームページへの掲載、SNS 発信、犯罪被害者等支援パネル展など広報・

啓発活動を行います。め、犯罪被害者等を支援していく気運の醸成を図ります｡ 

【参考】 

犯罪被害者等基本法 

（国民の理解の増進） 

第二十条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、犯罪被害者等

が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等に

ついて国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。 

 

（人材の育成） 

第 14 条 市は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、相談、助言その他の犯罪

被害者等の支援を行う人材を育成するために必要な施策を実施するものとする。 

【解説】 

 この条は、犯罪被害者等の支援を担う人材を育成するため、市が必要な施策を講

じることについて定めています。 

犯罪被害者等の相談に応じ、適切な支援を行うためには、支援に資する様々な制

度に関する知識に加え、犯罪被害者等の心身の健康を回復させるための知識・技能

が求められることから、ます。また、支援従事者が、支援を行う者が、自らの言動

により犯罪被害者等に二次被害を与えることのないようにするために、研修など人
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材育成に関する施策の実施について定めるものです。 

 

（意見の反映） 

第 15 条 市は、犯罪被害者等の支援に関する施策の適正な策定及び実施に資する

ため、犯罪被害者等の意見を把握し、市の施策に反映させるよう努めるものとす

る。 

【解説】 

この条は、犯罪被害者等の支援における施策に、犯罪被害者等の意見を反映させ

ることについて定めています。 

法第２３条で定める「意見の反映及び透明性の確保」の趣旨を踏まえた規定です。 

 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等の置かれている状況に応じて講じら

れるべきであり、そのニーズを正確に把握し、犯罪被害者等の視点に立って策定、

実施される必要があります。 

【参考】 

犯罪被害者等基本法 

（意見の反映及び透明性の確保） 

第二十三条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等のための施策の適正な策定及び

実施に資するため、犯罪被害者等の意見を施策に反映し、当該施策の策定の過程

の透明性を確保するための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。 

 

（個人情報の適切な管理） 

第 16 条 市は、犯罪被害者等の支援における個人情報の保護の重要性を認識し、

犯罪被害者等に係る個人情報を適切に管理するものとする。 

【解説】 

 この条は、犯罪被害者等にかかる個人情報の適切な管理について定めています。 

個人情報の適切な管理とは、支援時に把握した犯罪被害者等に係る個人情報が流

出しないように管理すること、支援従事者支援を行う者に対し適切な情報管理を促

すこと等をいいます。 

犯罪被害者等の支援に必要な施策は多岐にわたるため、施策を担当する各部局に

おいて、個人情報を適切に管理する必要があります。 
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（支援を行わないことができる場合） 

第 17 条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等の支援

を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を

行わないことができる。 

 

（委任） 

第 17 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

【解説】 

 この条は、この条例に規定されている事項のほかに、施行に必要な事項がある場

合、市長が別に定めることについて、定めています。 


